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加
東
市
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
に
つ
い
て
 

　
加
東
市
農
業
委
員
会
の
委

員
を
選
出
す
る
加
東
市
農
業
委

員
会
委
員
選
挙
が
次
の
と
お
り

執
行
さ
れ
ま
す
。
 

　
立
候
補
お
よ
び
投
票
資
格
の
あ
る
方
は
、

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ

た
方
で
す
。
 

立
候
補
予
定
者
説
明
会
 

　
日
時
　
４
月
２
日
（木）
 
１３
時
３０
分
〜
 

　
場
所
　
加
東
市
社
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
レ

　
　
　
　
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
室
 

立
候
補
受
付
（
告
示
日
）
 

　
日
時
　
４
月
１９
日
（日）
　
８
時
３０
分
〜
１７
時

　
場
所
　
加
東
市
役
所
社
庁
舎
３
階
第
１
委

　
　
　
　
員
会
室
 

期
日
前
投
票
 

　
期
間
　
４
月
２０
日
（月）
か
ら
２５
日
（土）
ま
で
の

　
　
　
　
８
時
３０
分
か
ら
２０
時
ま
で
 

投
票
日
（
選
挙
執
行
日
）
 

　
日
時
　
４
月
２６
日
（日）
　
７
時
〜
２０
時
 

期
日
前
投
票
お
よ
び
投
票
日
の
投
票
場
所
　
 

　
◇
第
１
選
挙
区
＝
社
地
域
 

　
　
　
加
東
市
役
所
社
庁
舎
 

　
◇
第
２
選
挙
区
＝
滝
野
地
域
 

　
　
　
加
東
市
役
所
滝
野
庁
舎
 

　
◇
第
３
選
挙
区
＝
東
条
地
域
 

　
　
　
加
東
市
役
所
東
条
庁
舎
 

※
不
在
者
投
票
は
、
通
常
の
選
挙
と
同
様
に

　
行
わ
れ
ま
す
。
 

 問
い
合
わ
せ

　
加
東
市
選
挙
管
理
委
員
会（
社
庁
舎
）

　
1
４
３
・
０
３
９
９
 

　
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
す
る
た
め
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
 

　
該
当
さ
れ
る
方
で
、
申
請
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、
子
育
て
支
援
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
 

■
児
童
扶
養
手
当
 

【
支
給
対
象
者
】 

　
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
と
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
な
い
１８
歳
以
下
（
１８
歳
に
な
る
年
度

末
ま
で
）
の
児
童
、
ま
た
は
２０
歳
未
満
で
心

身
に
中
度
以
上
の
障
害
を
も
つ
児
童
を
養
育

さ
れ
て
い
る
母
、
も
し
く
は
母
に
か
わ
っ
て

児
童
を
養
育
さ
れ
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。
 

　
ま
た
、
父
が
極
め
て
重
度
の
障
害
が
あ
る

家
庭
の
母
も
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 【

支
給
額
】 

◇
全
部
支
給
＝
月
額
４
万
１
７
２
０
円
 

◇
一
部
支
給
＝
月
額
４
万
１
７
１
０
円
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
９
８
５
０
円
 

※
右
の
金
額
は
対
象
児
童
が
１
人
の
場
合
の

　
手
当
額
で
す
。
対
象
児
童
が
２
人
の
場
合

　
は
、
右
の
金
額
に
５
０
０
０
円
の
加
算
、

　
３
人
目
以
降
は
さ
ら
に
３
０
０
０
円
ず
つ

　
加
算
さ
れ
ま
す
。
 

■
特
別
児
童
扶
養
手
当
 

【
支
給
対
象
者
】 

　
身
体
ま
た
は
精
神
に
障
害
の
あ
る
２０
歳
未

満
の
児
童
を
養
育
さ
れ
て
い
る
父
も
し
く
は

母
、
ま
た
は
父
母
に
か
わ
っ
て
児
童
を
養
育

さ
れ
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

【
支
給
額
】 

◇
１
級
該
当
児
童
＝
月
額
５
万
７
５
０
円
 

◇
２
級
該
当
児
童
＝
月
額
３
万
３
８
０
０
円
 

 ※
各
手
当
と
も
、
前
年
の
所
得
が
所
得
制
限

　
の
限
度
額
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
手
当

　
の
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。
 

※
手
当
の
月
額
は
、
物
価
変
動
等
の
要
因
に

　
よ
り
改
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

　
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す

　
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　
い
。
 

 問
い
合
わ
せ

　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課（
社
庁
舎
）

　
1
４
３
・
０
４
０
８

ご
存
知
で
す
か
？
 

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
制
度
 

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

平
成
２１
年
度
固
定
資
産
 

（
土
地
･
家
屋
）
価
格
な
ど
の
縦
覧
 

 縦
覧
期
間
　
４
月
１
日
（水）
〜
６
月
１
日
（月）
 

　
　
　
　
　
（
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）
 

縦
覧
時
間
　
８
時
３０
分
〜
１７
時
３０
分
 

縦
覧
場
所
　
総
務
部
税
務
課
お
よ
び
滝
野
・

　
　
　
　
　
東
条
窓
口
セ
ン
タ
ー
 

問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課（
社
庁
舎
）

　
1
４
３
・
０
３
９
５

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て
 

　
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
が
所
有
さ
れ
、

ご
本
人
ま
た
は
生
計
を
同
じ
く
す
る
ご
家
族

が
運
転
さ
れ
る
軽
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
軽

自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
 

　
継
続
し
て
該
当
さ
れ
る
方
に
は
通
知
を
お

送
り
し
て
い
ま
す
が
、
新
規
に
該
当
さ
れ
る

方
は
、
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。（
普
通
自
動
車
で
す
で
に
減
免
を
受
け

ら
れ
て
い
る
方
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
）
 

問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課（
社
庁
舎
）

　
1
４
３
・
０
３
９
６

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
結
果
 

　
税
金
滞
納
に
よ
る
差
し
押
さ
え
物
件
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
売
を
、
１
月
２３
日

か
ら
２６
日
に
か
け
て
実
施
し
た
結
果
、
出
展

し
た
１４
点
の
う
ち
１２
点
が
落
札
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
落
札
額
の
合
計
は
、
７
万
１
５
５
３
円
で
、

滞
納
の
市
税
に
充
当
い
た
し
ま
し
た
。
 

　
市
で
は
、
引
き
続
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公

売
な
ど
を
積
極
的
に
活
用
し
、
税
の
収
納
率

の
向
上
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
 

問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課（
社
庁
舎
）

　
1
４
３
・
０
３
９
８


